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権
を
享
有
す
る
個
人
と
し
て
、
自
ら
の
意

思
に
よ
っ
て
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

営
む
こ
と
が
で
き
る
。
②
国
民
が
、
共
生

社
会
の
実
現
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な

認
知
症
に
関
す
る
正
し
い
知
識
及
び
認
知

症
の
人
に
関
す
る
正
し
い
理
解
を
深
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
③
認
知
症
の
人
に
と
っ

て
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
上
で

障
壁
と
な
る
も
の
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ

り
、
全
て
の
認
知
症
の
人
が
、
社
会
の
対

等
な
構
成
員
と
し
て
、
地
域
に
お
い
て
安

全
に
か
つ
安
心
し
て
自
立
し
た
日
常
生
活

を
営
む
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
自
己

に
直
接
関
係
す
る
事
項
に
関
し
て
意
見
を

表
明
す
る
機
会
及
び
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分

野
に
お
け
る
活
動
に
参
画
す
る
機
会
の
確

保
を
通
じ
て
そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に

発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
④
認
知
症
の

人
の
意
向
を
十
分
に
尊
重
し
つ
つ
、
良
質

か
つ
適
切
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福

祉
サ
ー
ビ
ス
が
切
れ
目
な
く
提
供
さ
れ
る
。 

⑤
認
知
症
の
人
の
み
な
ら
ず
家
族
等
に
対

す
る
支
援
に
よ
り
、
認
知
症
の
人
及
び
家

族
等
が
地
域
に
お
い
て
安
心
し
て
日
常
生

活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。
⑥
予
防
、
診

断
及
び
治
療
並
び
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
及
び
介
護
方
法
、
社
会
参
加
の
在
り
方

及
び
社
会
環
境
の
整
備
等
。
⑦
総
合
的
な

取
組
の
推
進
。

国
は
、
認
知
症
施
策
推
進
基
本
計
画
の

策
定
義
務
が
あ
り
、
都
道
府
県
・
市
町
村

（
特
別
区
を
含
む
）
は
認
知
症
施
策
推
進
計

画
策
定
の
努
力
義
務
が
あ
り
ま
す
。
基
本

的
な
施
策
と
し
て 

①
認
知
症
の
人
に
関
す

る
国
民
の
理
解
の
増
進
等
、
②
認
知
症
の

人
の
生
活
に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の

推
進
、
③
認
知
症
の
人
の
社
会
参
加
の
機

会
の
確
保
等
、
④
認
知
症
の
人
の
意
思
決

定
の
支
援
及
び
権
利
利
益
の
保
護
、
⑤
保

健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
体
制
の
整
備
等
、
⑥
相
談
体
制
の
整

備
等
、
⑦
研

究
等
の
推
進

等
、
⑧
認
知

症
の
予
防
等

が
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

内
閣
に
内
閣

総
理
大
臣
を

本
部
長
と
す

る
認
知
症
施

策
推
進
本
部

を
設
置
し
ま

す
。2

つ
目
の

動
き
は
、
9

月
に
内
閣
総
理
大
臣
を
議
長
と
す
る
「
認

知
症
と
向
き
合
う『
幸
齢
社
会
』実
現
会
議
」

が
設
置
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
認
知
症
基
本

法
の
目
指
す
共
生
社
会
、
す
な
わ
ち
、
認

知
症
の
人
を
含
め
、
全
て
の
人
が
相
互
に

人
格
と
個
性
を
尊
重
し
つ
つ
支
え
合
い
な

が
ら
共
生
す
る
活
力
あ
る
社
会
の
実
現
に

向
け
、
関
係
者
の
声
に
丁
寧
に
耳
を
傾
け
、

政
策
に
反
映
す
る
た
め
、
基
本
法
の
施
行

に
先
立
ち
、
認
知
症
の
本
人
や
そ
の
家
族
、

有
識
者
を
交
え
た
、
認
知
症
と
向
き
合
う

「
幸
齢
社
会
」
実
現
会
議
が
開
催
さ
れ
て
い

ま
す
。
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認
知
症
対
策
は
、
少
子
高
齢
化
に
対
応

し
て
い
く
た
め
の
最
も
重
要
な
課
題
の
一

つ
で
す
。
ま
た
、G
７
首
脳
会
議
（
サ
ミ
ッ

ト
）
で
も
議
題
に
な
る
な
ど
、
わ
が
国
だ

け
で
は
な
く
、
世
界
各
国
で
高
齢
化
に
伴

う
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

２
０
２
０
年
の
65
歳
以
上
人
口
は

３
６
０
３
万
人
で
す
が
、
２
０
４
０
年
に

は
３
９
２
８
万
人
に
増
加
し
ま
す
。
65
歳

以
上
の
高
齢
者
人
口
と
い
っ
て
も
、
個
人

差
は
あ
り
ま
す
が
、
65
～
74
歳
の
前
期
高

齢
者
の
皆
さ
ん
は
多
く
の
方
が
元
気
で
活

動
さ
れ
て
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省
「
介
護
保
険
事
業
状
況
報

告
」
で
年
齢
階
級
別
の
要
介
護
認
定
率
を

見
る
と
、
65
歳
以
上
の
要
介
護
認
定
率
は

18
・
９
％
で
５
人
に
１
人
ほ
ど
で
す
が
、

75
歳
以
上
で
は
31
・
５
％
と
３
人
に
１
人

に
な
り
、
85
歳
以
上
で
は
57
・
７
％
と
２

人
に
１
人
と
な
り
ま
す
。

各
年
齢
階
層
別
の
要
介
護
認
定
を
見
て

も
、
65
～
69
歳
は
２
・
８
％
で
ほ
と
ん
ど
要

介
護
の
人
は
い
ま
せ
ん
。
70
～
75
歳
で
も

5
・
7
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
75
～

79
歳
で
は
11
・
９
％
と
な
り
、
80
～
84
歳

で
は
25
・
４
％
と
４
人
に
１
人
に
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
85
～
89
歳
に
な
る
と
急
速

に
割
合
が
上
昇
し
、
47
・
４
%
と
２
人
に

１
人
に
な
り
、
90
歳
以
上
で
は
73
・
２
％

に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
85
歳
以
上
を
過
ぎ
る
と

急
速
に
要
介
護
の
人
が
増
加
し
、
多
く
の

人
が
介
護
の
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
人
口
推
計
で
は
、
75
歳
以
上
人

口
は
、
２
０
２
０
年
の
１
８
６
８
万
人
か

ら
２
０
４
０
年
に
は
２
２
２
７
万
人
に

な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
85
歳
以
上
人
口

は
、
２
０
２
０
年
の
６
１
６
万
人
か
ら

２
０
４
０
年
に
は
１
０
０
６
万
人
に
な
り

ま
す
。
介
護
保
険
に
お
け
る
要
介
護
認
定

者
数
は
、
２
０
２
０
年
度
に
は
６
８
２
万

人
で
す
が
、
高
齢
者
人
口
の
増
加
に
伴
い

一
層
増
加
し
て
い
く
と
見
込
ま
れ
ま
す
。

認
知
症
高
齢
者
数
に
つ
い
て
は
、
公
式
な

統
計
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
２
０
２
０
年
の

約
６
０
０
万
人
か
ら
２
０
４
０
年
に
は
約

８
０
０
万
人
に
増
加
す
る
と
い
う
研
究
も

報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
年
、
認
知
症
対
策
で
大
き
な
２
つ
の

動
き
が
あ
り
ま
し
た
。
１
つ
は
、「
共
生
社

会
の
実
現
を
推
進
す
る
た
め
の
認
知
症
基

本
法
（
令
和
５
年
法
律
第
65
号
）
が
成
立

し
た
こ
と
で
す
。
厚
生
労
働
省
の
資
料
で

は
、「
認
知
症
の
人
を
含
め
た
国
民
一
人
一

人
が
そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
し
、

相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
つ
つ
支
え

合
い
な
が
ら
共
生
す
る
活
力
あ
る
社
会（
＝

共
生
社
会
）
の
実
現
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
共
生
社
会
の
実
現
の
推
進
と
い
う
目

的
に
向
け
、
基
本
理
念
等
に
基
づ
き
認
知

症
施
策
を
国
・
地
方
が
一
体
と
な
っ
て
講

じ
て
い
く
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

法
律
の
目
的
は
、
認
知
症
の
人
が
尊
厳

を
保
持
し
つ
つ
希
望
を
持
っ
て
暮
ら
す
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
認
知
症
施
策
を
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
で
す
。

基
本
理
念
と
し
て
、
以
下
の
７
つ
が
挙
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
重
要
な
も
の

で
あ
り
、
こ
う
し
た
理
念
が
法
律
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
た
こ
と
は
画
期
的
な
こ
と
で

す
。①

全
て
の
認
知
症
の
人
が
、
基
本
的
人

認知症対策の
新しい動き
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出典：厚生労働省（2022年 9月末認定者数（介護保険事業状況報告）及び
2022年 10月1日人口（総務省統計局人口推計）から作成）


